
法

人

税

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

案

）

 
法

人

税

法

（

昭

和

四

十

年

法

律

第

三

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

三

十

五

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

第

三

十

五

条

 

削

除
 

附

 

則

 

（

施

行

期

日

等

）

 

１

 

こ

の

法

律

は

、

平

成

二

十

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

法

人

（

法

人

税

法

第

二

条

第

八

号

に

規

定

す

る

人

格

の

な

い

社

団

等

を

含

む

。

以

下

同

じ

。

）

の

こ

の

法

律

の

施

行

の

日

前

に

開

始

し

た

事

業

年

度

の

所

得

に

対

す

る

法

人

税

、

連

結

法

人

の

同

日

前

に

開

始

し

た

連

結

事

業

年

度

の

連

結

所

得

に

対

す

る

法

人

税

及

び

清

算

所

得

に

対

す

る

法

人

税

を

課

さ

れ

る

法

人

の

同

日

前

に

開

始

し

た

清

算

中

の

事

業

年

度

の

所

得

に

係

る

法

人

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 
 

一





 
 

三

理

 

由

 
特

殊

支

配

同

族

会

社

の

業

務

主

宰

役

員

に

対

し

て

支

給

す

る

給

与

の

額

の

損

金

算

入

を

制

限

す

る

制

度

に

つ

い

て

は

、

中

小

企

業

に

過

大

な

負

担

を

生

じ

さ

せ

る

も

の

で

あ

り

、

さ

ら

に

、

実

質

的

な

一

人

会

社

と

は

い

え

な

い

中

小

企

業

に

ま

で

広

範

に

適

用

が

及

ぶ

結

果

と

な

っ

て

お

り

、

中

小

企

業

の

活

性

化

を

阻

害

す

る

要

因

と

な

っ

て

い

る

こ

と

、

我

が

国

の

租

税

体

系

に

お

け

る

整

合

性

と

い

う

点

に

お

い

て

問

題

が

あ

り

、

法

人

課

税

上

の

新

た

な

不

公

平

を

生

じ

さ

せ

る

お

そ

れ

の

あ

る

制

度

と

な

っ

て

い

る

こ

と

等

に

か

ん

が

み

、

こ

れ

を

廃

止

す

る

必

要

が

あ

る

。

こ

れ

が

、

こ

の

法

律

案

を

提

出

す

る

理

由

で

あ

る

。





  
 

五

こ

の

法

律

の

施

行

に

よ

り

歳

入

減

と

な

る

見

込

額

 
こ

の

法

律

の

施

行

に

よ

り

歳

入

減

と

な

る

額

は

、

平

年

度

約

百

六

十

億

円

の

見

込

み

で

あ

る

。

 

 


